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世田谷区立千歳中学校 いじめ防止等のための基本方針  

平成２６年４月策定 

平成３０年４月改定 

令和２年４月改定 

令和３年４月改定 

令和４年４月改定 

令和６年５月策定 

令和７年４月改訂 

                                                  

いじめ防止等の基本的な方針 

 

１ 基本方針策定の意義 

   このいじめ防止基本方針は、本校におけるいじめの問題を克服し、児童・生徒の尊厳を保持する目的のも

とに、学校、家庭、地域、世田谷区、その他の関係機関が相互に連携し、世田谷区いじめ防止基本方針等を

踏まえ、本校におけるいじめの未然防止、早期発見、早期対応、重大事態への対処のための対策を総合的か

つ効果的に推進するための基本的な方針を定めるものである。 

 

２ いじめの定義 

『いじめ』とは、「児童・生徒に対して、当該児童・生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童・生

徒と一定の人的関係にある他の児童・生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを

通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童・生徒が心身の苦痛を感じているも

の。」をいう。 

いじめを見落とすことがないよう、いじめを受けた児童・生徒の立場に立ち、いじめを広くとらえる。行

為がいじめに当たるか否かは、いじめの背景にある事情を把握し、表面的・形式的に判断することなく、い

じめを受けた児童・生徒の立場に立ち、慎重に行う必要がある。いじめを受けていても、本人がそれを否定

することがあることから、仮に軽微に見えることでも苦痛が累積する場合があることを踏まえ、児童・生徒

の表情や様子をきめ細かく観察するなどして確認する。 

なお、いじめられた児童・生徒の立場に立っていじめに当たると判断した場合にも、その全てが厳しい指

導を要するとは限らない。例えば、好意から行った行為が意図せずに心身の苦痛を感じさせてしまった場合

や、相手を傷つけたがすぐに謝罪し、再び良好な関係を築くことができたりした場合には、例えば「いじめ」

という言葉を使わずに指導するなど、柔軟かつ適切に対処する。ただし、これらの場合であっても、法が定

義するいじめに該当するため、学校いじめ対策組織へ情報共有することは必要である。 

 

３ いじめ問題に関する本校の基本的な考え方 

いじめの指導は、生活指導の一環であり、千歳中学校スタンダードに基づき「大切 素直・正直 気づく」

の視点で指導を徹底して行う。また、いじめは、どの学年・学級においても起こりうるという認識を教職員

間で共有し、「いじめ、いじわる、いやがらせのない学校」への挑戦に向けて全校体制で取り組む。そのた

めに、生命尊重・人権意識の向上を図る指導を充実するとともに、生徒一人ひとりの自己肯定感・自己有用

感を育む教育を推進する。 

いじめについての認知を躊躇せず、まずは、早期発見に全力を尽くす。また、多くの生徒が入れ替わり被

害や加害を経験していることや、いじめの加害・被害という二者関係だけでなく、「観衆」や「傍観者」の

存在にも注意を払い、よりよい集団をつくりながら、集団全体にいじめを許容しない雰囲気を形成する。 

さらに、学校を公共の場ととらえた上で、千歳中スタンダードに示された生活指導の基本方針等に則り、

規律正しい態度で主体的に授業・行事に参加・活躍し、学校生活を大切にする生徒を育成するための指導を

充実する。 
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４ 学校におけるいじめ防止等の対策のための組織 

 いじめの未然防止や早期発見・早期対応のために「いじめ防止対策会議」（以下 「会議」という）を設

置する。 

（１）構成員 

校長・副校長・生活指導部教員・（学年主任）・養護教諭・特別支援教育コーディネーター・ 

スクールカウンセラー・その他必要な外部機関 

  （２）活動内容 

     ①いじめの未然防止に関すること 

     ②いじめの早期発見に関すること 

     ③いじめの対応に関すること 

     ④いじめに関する対応の評価・改善に関すること 

     ⑤その他、いじめ等に関係すること 

  （３）開催 

     週１回の生活指導部会において会議を行う。また、いじめの事案発生時には緊急開催をする。 

 

５ いじめ未然防止のための取組 

  （１）道徳、学級活動等において「いじめは絶対に許されない」という意識を醸成するとともに、具体的な

学級での取り組みを行う。 

（２）健全な人間関係を育むため、日常生活での言葉遣いや、ルール・マナー等、公共性・社会性の育成を

図る。 

  （３）人権尊重に関する指導を充実し、生徒の人間関係形成能力を高めるとともに、思いやりの心を育む体

験活動を充実する。 

  （４）インターネット、スマートフォン等に関する具体的な課題について生徒の意識を高め、適切な行動を

心がけさせるため、情報モラル教育を充実する。 

  （５）日常生活における生徒の様子を観察し、教員間で情報の共有化を図るとともに、家庭への情報提供の

呼びかけを行う。 

  （６）家庭用リーフレット及び生徒用リーフレットを作成し、いじめ理解に関する啓発活動を継続的に行う。 

  （７）いじめ防止対策推進法の理解啓発を継続的に行う。（リーフレットを活用した授業） 

  （８）本校のいじめ対応についての情報提供を継続的に生徒・保護者へ行う。 

 

６ いじめ早期発見に向けた取組 

  （１）いじめの早期発見に向けて、生徒に対する調査や相談を次のとおり実施する。 

    ①第１学年生徒を対象とするスクールカウンセラーによる全員面接（１学期） 

    ②生徒対象のいじめに関するアンケート調査 （６月 １１月 ２月 年３回） 

    ③ハートフルウィークの実践（生徒が安心して話せる教員との面談）（２学期） 

    ④学級担任による生徒や保護者との面談による情報収集及び、３者面談（年２回程度）や必要に応じて

面談を適時行う。 

    ⑤スクールカウンセラーによる授業観察及び担任との情報共有 

    ⑥Ｑ－Ｕ（学級適応に関する心理検査）の実施 

    ⑦毎月の生活アンケート及び面談の実施 

  （２）生徒及び保護者が安心していじめに関する相談ができるよう、相談体制の確立及び周知をする。 

    ①第１学年生徒を対象としたスクールカウンセラーによる全員面接を行い、生徒とスクールカウンセ

ラーの関係性を構築する。 

②保護者用リーフレット及び生徒用リーフレット等に学校及び外部の相談機関の連絡先を提示する。 

③学校広報誌・学年だより・保護者会などにていじめの相談について周知する。 

④本校の教育相談体制について、学期に１回保護者・生徒へ周知する。 

⑤生徒を認める・ほめる指導を心がけ、生徒と教員の関係性を高める。 
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７ いじめ事案に関する早期対応の方針 ※いじめ防止対策推進法第２３条に基づき対応する。 

（１）いじめ発覚の際、特定の教員で抱えず、学校として組織的に対応する。  

（２）いじめられた生徒及び、知らせてきた生徒の安全を第一に確保する。 

（３）いじめの事実が確認された場合は、いじめを受けた生徒・いじめを行った生徒の双方の保護者に連絡

を取り、連携した対応策を講じる。 

（４）いじめを行った生徒へは、毅然とした姿勢で指導を行う。 

（５）いじめを行った生徒の指導は、いじめを受けた生徒を守るという視点から教室外で行うことを基本と

する。 

（６）いじめの程度・いじめを受けた生徒などの状況を踏まえ、必要に応じて専門家や関係機関との相談・

連携を行い、対応する。 

（７）犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、迅速に警察及び区教育委員会と連携して対処す

る。 

（８）学校としてできることとできないことを明確にして、被害生徒及び保護者に対して丁寧な説明をする

ように努める。 

 

８ いじめの重大事態への対処 

   いじめにより生徒の生命・心身や財産に重大な被害が生じた疑いや、いじめを受けた生徒が相当の期  

間欠席をすることを余儀なくされている疑いがある場合は、次のような対応を取る。 

  （１）重大事態の発生について調査し、速やかに区教育委員会へ報告する。 

    【重大事態の定義 いじめ防止対策推進法第２８条】 

    一 いじめにより当該学校に在籍する児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いが 

あると認められるとき 

二 いじめにより当該学校に在籍する児童生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされてい

る疑いがあると認められるとき 

【重大事態調査の概要及び調査の目的】 

この調査は、「重大事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため」に

行うものとされており、民事・刑事・行政上の責任追及やその他の争訟等への対応を直接の目的とす

るものではない。重大事態調査は、対象生徒の尊厳を保持するため、いじめにより対象生徒が重大な

被害を受けるに至った事実関係を可能な限り明らかにし、当該重大事態への対処及び同種の事態の

再発防止策を講ずることを行うことを目的とした調査である。 

【これまで各教育委員会等で重大事態として扱った事例】 

①児童生徒が自殺を企画した場合 

②心身に重大な被害を負った場合 

 ・リストカットなどの自傷行為  ・暴行を受け、骨折した  ・殴られて歯が折れた 

・心的外傷後ストレス障害と診察された  ・わいせつ画像をインターネット上に拡散された 

    ③金品等に重大な被害を被った場合 

     ・複数の生徒から金品を強要された  ・スマートフォンを水につけられ壊された 

    ④いじめにより転学等を余儀なくされた場合 

     ・欠席が続き、登校できない状況が続き、転校した 

  （２）区教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織（以下 組織という）を設置する。 

  （３）組織を中心として、事実関係を明らかにするための調査等を実施する。 

  （４）調査等の結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実関係・その他必要な情報を適切

に提供する。 

  （５）必要に応じて関係機関を含めた拡大の組織を立ち上げ、行動連携を行う。 

 

９ その他 

この方針に定めるいじめの実態把握やいじめに対する措置を適切に行うため、いじめ防止等の取組を 

評価する項目を学校評価に取り入れ、その取り組み状況を検証し、その結果に基づき、必要に応じて適  

切に対応する。また、千歳中学校スタンダードを年に１回、教職員を対象とした振り返りを行い、効果 

検証を行い、「いじめ いじわる・いやがらせのない学校への挑戦」を継続する。 
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１０ いじめ対策年間指導計画 

 教職員の活動 生徒の活動 保護者への活動 

４

月 

・いじめ防止基本方針の確認 

・いじめ防止リーフレットの作成・配布 

・学級活動（クラスづくり） 

・いじめ防止対策推進法の理解 

（全学年） 

・全校面談 

・いじめ防止基本方針の理解 

・いじめ防止の理解 

・学級活動（クラスづくり） 

・いじめ防止対策推進法の理解 

（全学年） 

・全校面談 

・保護者会（いじめ防止リーフレット

（家庭用）の確認） 

 

・いじめ防止対策推進法の理解 

（学校だより） 

・全校面談 

５

月 

・道徳等（いじめの授業） 

・ＳＯＳの出し方教室② 

・学級・生徒会活動 

・生活アンケート→面談 

 

・ＳＯＳの出し方教室② 

・学級・生徒会活動  

・生活アンケート→面談 

・学校公開 

 

 

６

月 

・Ｑ－Ｕ実施 

・警察による授業（いじめ・暴力） 

・弁護士による授業（SＮS） 

・生活アンケート（区）→面談 

・Ｑ－Ｕ実施 

・ＳＣ全員面接 ※５月（第１学年） 

・弁護士による授業（SＮS） 

・生活アンケート（区）→面談 

・学校だよりで基本方針を周知 

 

７

月 

 

・三者面談（ふれあい週間） 

 

・三者面談（ふれあい週間） 

 

・三者面談（ふれあい週間） 

８

月 

・ＰＤＣＡ検証 

・いじめ防止リーフレットの検討 

 

 

 

 

９

月 

・いじめに関する授業 

・ハートフル面談 

・いじめの授業（いじめの理解） 

・ハートフル面談 

 

 

10

月 

・学校公開週間 

・いじめに関する授業（ＳＮＳ） 

・生活アンケートの実施→面談 

・学校公開週間 

・いじめ理解（ＳＮＳ いじめ） 

・生活アンケートの実施→面談 

・学校公開週間 

 

 

11

月 

・Ｑ－Ｕ実施→面談 

・生活アンケート（区）→面談 

・Ｑ－Ｕの実施（１・２年） 

・生活アンケート（区）→面談 

 

12

月 

・三者面談 

・学校関係者アンケート 

・三者面談 

 

・三者面談 

・学校関係者アンケート 

１

月 

・生活アンケートの実施→面談 ・生活アンケートの実施→面談  

２

月 

・道徳授業地区公開講座 

・小中合同研修会 

・生活アンケート（区）→面談 

・ＰＤＣＡ検証   

・道徳授業地区公開講座 

・生徒会、委員会活動年間のまとめ 

・生活アンケート（区）→面談 

・道徳授業地区公開講座 

３

月 

・保護者会 

・生活アンケートの実施→面談 

 

・生活アンケートの実施→面談 

・保護者会 

定

期

的 

・ 

随

時

的

な

取

組 

・人間関係の構築を重視した教育活動（構成的グループエンカウンター/集団づくり/リーダーシップ/マナー/公正・公平） 

・定期的ないじめアンケート（区教育委員会調査）の実施 ・毎月の「学校生活アンケート」の実施 

・Ｑ－Ｕ実施（６月 １１月） 

・全生徒対象のスクールカウンセラーによる面接の実施（1学期５月：１年） 

・いじめに関する事例検討会、教員研修会の実施（年１回＝全体、週１回＝情報交換）、関係機関との情報交換会の実施 

・いじめ防止啓発活動の推進（リーフレットの作成・配布） 

・多視点での生徒理解の推進（観察法 面接法 質問紙法） 

・あいさつの励行、下校時見守り活動の推進 

・いじめに関する授業の実施、ＳＮＳいじめの防止に関する授業の実施 

・小中連携による情報共有 

・道徳の時間、学級活動の時間を使い、人権尊重教育を推進 

・保護者会、学校だより・いじめ防止リーフレット等で本校のいじめ対策を保護者に情報提供 
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令和８年度「学校いじめ対策委員会」名簿 

 

学校番号 １２６ 

学校名 世田谷区立千歳中学校 

 

 

 

組織名称 生徒支援部（いじめ対策委員会） 

職 名 氏  名 

校 長 和田 祐一郎 

副校長 松田 綾子 

生徒支援（生活指導）主任 小瀬村 雄一 

主幹養護教諭・主任養護教諭 

養護教諭（○で囲む） 相馬 爽杏 

スクールカウンセラー 杉本 尚子、麻生 奈央子、庄司 亜弓 

主任教諭 大矢 嘉郎 

主任教諭 清水 志津子 

主任教諭 田村 陸 

教諭 北村 望 

主任教諭 須賀 久美子 

教諭 立林 翔汰 

教諭 花谷 有 

教諭 山中 愛梨 

教諭 時任 花月 


